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新庄市立地適正化計画とは 

 近年、我が国では、急速な人口減少や少子高齢化が進み、都市のスポンジ化や社会資

本の老朽化、巨大地震等災害対策等の新たな問題も顕在化しており、厳しい財政状況の

下、持続可能な密度を維持した都市構造への転換が求められています。 

本市においても、令和元年度に改定した新庄市都市計画マスタープランの考え方に基

づきながら、人口減少や少子高齢化が進行するなかでも、人々が安心して住み続けるこ

とが出来るコンパクトで魅力あるまちづくりを目指し、新庄市立地適正化計画を策定し

ました。 

 本計画では、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持すること

により、生活サービスやコミュニテイが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区

域として「居住誘導区域」、医療・福祉・商業などの都市機能を都市の中心拠点や生活

拠点に誘導し集約することにより、各種サービスの効率的な提供により、市全体が持続

していくために必要な拠点を形成するために設定する区域として「都市機能誘導区域」、

生活利便性の向上を図るために維持・誘導を目指していく施設として「都市機能誘導施

設」を設定しました。 

 

届出制度について 

１．目的 

都市再生特別措置法第88条第1項及び同法第108条第1項の規定に基づき、新庄市都市

計画区域において以下の行為を行う場合、新庄市への届出が必要となります。 

・居住誘導区域以外で一定規模以上の住宅の開発・建築等を行う場合 

・都市機能誘導区域以外で誘導施設の開発・建築等を行う場合 

この届出制度は、居住誘導区域外における住宅等の立地動向及び都市機能誘導区域

外における誘導施設の立地動向を把握するための制度です。 

また、同法第108条の2第1項に基づき都市機能誘導区内において、誘導施設を休止

し、又は廃止しようとする場合にも新庄市への届出が必要となります。 

 

２．届出の時期 

 届出の対象となる開発・建築等の行為に着手する 30日前までに新庄市都市整備課へ 

必要書類の提出が必要です。また、都市機能誘導区域内で誘導施設を休止・廃止する場

合には、その 30日前までに、新庄市都市整備課へ必要書類を提出してください。 

なお、届出を行わずに、又は虚偽の届出をして、開発・建築等の行為をした場合、都

市再生特別措置法（第 130 条）に基づき 30 万円以下の罰金に処せられることがありま

す。 



 届出の要否について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅の開発・建築等行為 誘導施設 

開発・建築等行為 廃止・休止 

３戸以上又は 1,000㎡以上の 

開発・建築等行為か 

居住誘導区域内か 都市機能誘導区域内か

か 

都市機能誘導区域内か

か 

届出不要 届出不要 

立地適正化計画に基づく届出が必要 

いいえ 

いいえ いいえ いいえ 

はい 

はい はい はい 



 居住誘導区域・都市機能誘導区域について 

 

    が居住誘導区域、   が都市機能誘導区域です。 

  



誘導施設について 

  

届出が必要な誘導施設です。 

 

施設分類 施設 

行政施設 新庄市役所、最上総合支庁 

介護・福祉施設 地域包括支援センター 

子育て支援施設 

子育て支援センター 

認可保育所、認定こども園、幼稚園 

教育施設 高校 

社会教育施設 

文化施設、図書館 

体育施設 

商業施設 ホームセンター、スーパーマーケット、ドラッグストア 

医療施設 病院、診療所 

金融機関 銀行、郵便局、信用金庫、農協 

 

 



届出制度の対象となる行為等 

 

１．居住誘導区域外における事前届出（都市再生特別措置法第88条第1項） 

 

区分 届出の対象となる行為 

開発行為 

①３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

②１戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が 

１，０００㎡以上のもの 

建築等行為 

①３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

②建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して３戸以上の 

住宅とする場合 

 

 

【イメージ】 

 

 
  

出典：国土交通省「立地適正化計画の手引き」 

 

 

 

 

 



 

【届出書類】 

 

区分 届出書 添付書類 

開発行為 

の場合 

様式 

第１０ 

①当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及

び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 

（縮尺1,000分の1以上） 

②設計図（縮尺100分の1以上） 

③その他参考となる事項を記載した図書 

建築等行為 

の場合 

様式 

第１１ 

①敷地内における住宅等の位置を表示する図面

（縮尺100分の1以上） 

②住宅等の２面以上の立面図及び各階平面図（縮

尺50分の1以上） 

③その他参考となる事項を記載した図書 

 

上記２つの届出 

内容を変更する場合 

 

様式 

第１２ 
上記のそれぞれの場合と同様 

 



 

２．都市機能誘導区域外における事前届出（都市再生特別措置法第108条第1項） 

 

区分 届出の対象となる行為 

開発行為 
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする 

場合 

建築等行為 

①誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

②建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 

③建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合 

 

 

 【イメージ】 

 

 

 

  出典：国土交通省「立地適正化計画の手引き」  

 

 

 

 

 

 

 



 

【届出書類】 

 

区分 届出書 添付書類 

開発行為 

の場合 

様式 

第１８ 

①当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及

び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 

（縮尺1,000分の1以上） 

②設計図（縮尺100分の1以上） 

③その他参考となる事項を記載した図書 

建築等行為 

の場合 

様式 

第１９ 

①敷地内における住宅等の位置を表示する図面

（縮尺100分の1以上） 

②住宅等の２面以上の立面図及び各階平面図（縮

尺50分の1以上） 

③その他参考となる事項を記載した図書 

 

上記２つの届出 

内容を変更する場合 

 

様式 

第２０ 
上記のそれぞれの場合と同様 

 



 

３．都市機能誘導区域内における事前届出（都市再生特別措置法第108条の2第1項） 

 

区分 届出の対象となる行為 

休廃止 誘導施設を対象に施設の休廃止を行おうとする場合 

 

【届出書類】 

 

区分 届出書 添付書類 

誘導施設を 

休廃止する場合 

様式 

第２１ 

①当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及

び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 

（縮尺1,000分の1以上） 

②その他参考となる事項を記載した図書 

 



Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ．「開発行為」とはどういったものか？ 

Ａ．「開発行為」とは都市計画法第４条第１２項の規定による建築物の建築の用に供

する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。 

  「建築物」とは建築基準法第２条第１号で規定するものをいいます。 

Ｑ．「建築等行為」とはどういったものか？ 

Ａ．建築基準法第２条第１３号に規定する「建築物」の新築、改築又は用途を変更す

ることを指します。 

Ｑ．敷地が誘導区域内外にわたる場合、届出は必要か？ 

Ａ．届出対象行為を行おうとする敷地の一部でも、居住誘導区域内又は都市機能誘導

区域内であれば、届出は不要です。 

Ｑ．一部に誘導施設を含む複合施設は、届出対象になるか？ 

Ａ．一部でも誘導施設を有する場合は対象となります。 

Ｑ．休止と廃止の違いは？ 

Ａ．施設の再開の意思がある場合は休止、意思がない場合は廃止となります。 

Ｑ．居住誘導区域外には住宅を建てられなくなるのか？ 

Ａ．届出制度は、居住誘導区域外における住宅等の立地動向を把握するための制度で

あり、開発行為や建築等行為を制限するものではありません。 

Ｑ．都市機能誘導区域外には誘導施設を建てられなくなるのか？ 

Ａ．届出制度は、都市機能誘導区域外における誘導施設の立地動向を把握するための

制度であり、開発行為や建築等行為を制限するものではありません。 

 

【お問い合わせ先】 

 新庄市都市整備課まちづくり推進・雪対策係 

 〒９９６－８５０１ 山形県新庄市沖の町１０番３７号 

 ＴＥＬ ０２３３－２９－５８２２ 
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